
 

 1 社会教育ホール使用にあたる制限事項について（下記項目について確認の上、□にチェックをして下さい） 

① □ 

（公民館は、営利を目的とする活動を援助しません。 

下記誓約欄中※1【第 1項第 1号】及び※2【第 1項第 2号】関係より。） 

 ・商品の販売や宣伝活動を行いません。 

 ・営業に結びつく活動を行いません。 

 ・学習塾やカルチャーセンターなどの教室として使用しません。 

（＊特に、以下のことに注意してください。） 

・ 入会金、材料費、講師への謝礼については必要経費の範囲内であること。 

・ 家元制、流派の枠内で活動しないこと。 

②  □ 

（公民館は、特定の政党等の利害に関する活動を援助しません。 

下記誓約欄中※1【第 1項第 2号】及び※2【第 1項第 3号】関係より。） 

 ・特定の政党や政治団体としての活動を行いません。 

 ・特定の政党、選挙立候補者（公私問わず）を支援する活動を行いません。 

 ・特定の政党、選挙立候補者（公私問わず）に害を及ぼす活動を行いません。 

③  □ 

（公民館は、特定の宗教を支持する活動を援助しません。 

下記誓約欄中※1【第 2項】及び※2【第 1項第 4号】関係より。） 

 ・宗教法人、宗教団体として布教などの活動を行いません。 

 ・宗教法人、宗教団体に利害を及ぼす活動を行いません。 

④  □ 

（公民館は、上記の他の不正行為を援助しません。下記誓約欄中※2【第 1項第 5号】関係より。） 

 ・他のサークルや団体と不公平になる行為を行いません。 

（＊特に、以下のことに注意してください。） 

・ 類似した活動を行う団体がある場合、それらの団体構成員が重複していないこと。 

 誓 約 

社会教育ホールの使用にあたり、上記のとおり、社会教育法第 23条（※1）及び長岡京市中央公民館 

設置条例第 10条（※2）第 1項第 2号から第 5号までに該当する活動を行わないことを誓約します。 

   

    年   月   日 

 

 （団 体 名） 

 

 （代表者氏名）                        

様式第 1 号－1 

中央公民館  利用者登録審査書  



 2 自主サークル（グループ）や各種団体の活動内容と目的について（できるだけ詳しくご記入下さい。） 

 ＜活動内容＞ 

 

 

 

 

 

 ＜目  的＞ 

 

 

 

 3 情報提供について 

    公民館では、公民館で活動する自主サークル（グループ）や各種団体の情報提供事業を行っています。 

情報提供は必須ですので、様式第２号「長岡京市立中央公民館サークル紹介一覧」に漏れなくご記入下さい。 

ホームページと窓口で紹介します。 

やむを得ない事情で個人情報（電話番号）を公開できない場合はその理由を別紙に記入の上、申し出て下さい。 

  

 ※ 以下、公民館記入欄 

主な利用種目 

 管弦楽 / 室内楽 / 吹奏楽 / 洋楽 / 邦楽 / 独唱 / 合唱 / オペラ 

 洋舞 / 日本舞踊 / フォークダンス / 社交ダンス / その他ダンス 

 民謡 / 詩吟 / 演劇  

 書道 / 生け花 / 茶道 / 写真 / 手工芸 / 服飾 / 文芸 / 囲碁 / 将棋 

 陶芸 / 料理 / 絵画  

 催し（展示会） / 催し（相談会） / 会議 / 研修会  

 健康体操 / その他学習活動 

減免 減免無し / 50％減額 / 免除 市内・市外の別 市内区分 / 市外区分 

備考  

 


